
自筆証書遺言書保管制度6周年

遺言書作成体験会

【先着15組限定】無料・要予約
（予約は７月９日まで）

【予約・問合せ】
名古屋法務局 供託課

担当：岩間（イワマ）
受付時間：9:00～16:00（平日）

～あなたの想いを、大切な方へ確実に伝えるために～

電話 052（952）8184

お世話に
なった人
に渡したい

相続人
が

いない

【日時】
令和８年7月10日（金）
１４：0０～１５：３０

【会場】
名古屋市中区三の丸２－２－１
名古屋法務局 2階会議室

できるだけ公共交通機関をご利用くだ
さい

【当日のスケジュール】
説明：名古屋法務局職員

14:00～14:10 本日の予定・流れ

14:10～14:30 自筆証書遺言書保管制度の
ポイント

14:30～15:30 遺言書作成体験
※代表的な遺言の文例を基に作成します

愛する
人に残
したい



マンガでわかる遺言書保管 ～遺言書を法務局に預けるまで～

私も

自筆の遺言書を

法務局に預けたばかり

なんだ。

え、

法務局に？

そうなんだ。今は自筆の遺言書
を法務局で保管してもらえる制度
があるんだよ。
紛失のおそれがないから安心なん
だ。

法 務 局 そんな制度が

あったのか。

知らなかった。

法務局の自筆証書

遺言書保管制度か

あ～

ヨシ、体験会に

いってみるか！

制度を利用しない

のはもったいない

よ。

よかったら体験会

にいってみたら？

遺言書の作成

って難しそうだ
な～

最近は、相続へ

の備えをする人

が増えたなあ。

私も家族のため

になにか始めた

ほうがいいのか

な。

★メリット

① 保管手数料３９００円（預ける時のみ必要）

② 形式的な不備がないか確認してくれる。
③ 死亡後に遺言書を保管していることを3人に通知してくれる。
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